
 

 
 

 

 

ＣＹＤＥＥＮ 
競争入札参加資格審査申請受付システム 

変更申請用簡易操作マニュアル 

（Ｒ５・６年度入札参加資格認定済みの事業者用） 

（物品・役務－受注者用） 

 

朝倉市 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2024年 12月 

 

  



1 

 

ログイン 

 

 

 

◆受付番号・ユーザ ID・パスワード を入力し、 ログイン  

 

ユーザ ID、パスワードを忘れた場合はこちら については、「操作マニュアル」の P１０～１１参照 
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申請受付システムメインページ 

◆最初に、 申請内容確認 をクリックし、申請受付システムに登録されている内容を確認し、「提出要領」に基づく

添付提出が必要な書類及び登録内容の変更に必要な書類を準備。申請受付期間中に 変更申請 をクリック 

 

 
 

 

　

申請年度の「令和５・６年度」にチェックを入れ、申請内容の変更処理を行ってください。

※定期申請期間外での入札参加希望業種等を追加または変更はできません。

　

申請年度の「令和７・８年度」にチェックを入れ、申請内容の変更処理を行ってください。

※定期申請期間外での入札参加希望業種等を追加または変更はできません。

R7.1.20 R7.2.28 R7.6.30

①Ｒ5・6年度指名願（変更申請）

Ｒ7・8年度指名願（継続申請） ②Ｒ7・8年度指名願（変更申請）

Ｒ5・6年度入札参加資格有効期間

Ｒ7・8年度定期申請期間

①令和７年６月３０日までに「Ｒ５・６年度入札参加資格審査」の申請内容を変更

②令和７年３月１日以降に「Ｒ７・８年度入札参加資格審査」の申請内容を変更

の期間内に申請内容を変更する場合は、

「Ｒ５・６年度」と「Ｒ７・８年度」のどちらも変更申請を

行ってください。

システム内で連動していませんので、 

「R5・6年度」、「R7・8年度」のどちらも 

変更申請を行ってください。 
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業者基本情報    「【新規申請】操作マニュアル（物品及び役務の提供）」の P13～1６参照 

 

◆申請以降に変更があった項目を修正入力し、登記簿及び証明書等の差し替えが必要な場合は、 添付ファイル で

添付済みのファイルと差し替えて、アップロードしてください。 

◆「商号又は名称（カナ）」の項目は、事業者のカナ検索に利用しますので、固有名詞以外の「カブシキガイシャ」や「ユ

ウゲンガイシャ」などは入力しないでください。入力している場合は、その部分を削除してください。 
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業者基本情報（つづき） 

 

 

 

◆「電子入札システム利用者登録用ユーザ ID・パスワード」は、今後電子入札に参加する際に必要な利用者登録を行

うためのユーザ IDとパスワードを設定するものです。すでに資格を認定されている事業者は、この２項目の設定

に加えて、 個別情報 の一番上にある「業者番号（半角数字９桁）」 の３項目を確認することで、朝倉市のホーム

ページ内の「電子入札システムポータル」の 

 電子入札 の緑のボタンから、利用者登録※が可能になります。ただし、事業者の変更内容に 

よっては、変更申請受理後の翌日からしか登録が利用できない場合がありますので、ご注意 

ください。 

 

 

 

 

※電子入札の利用者登録には、電子入札用の ICカード取得及び周辺機器の購入が必要です。 

具体的な準備については「電子入札システムポータル」の「ご利用案内」を確認してください。 

 

※電子入札の利用者登録の有無は、入札参加機会に影響しません。 

登録することが、入札参加又は指名を保証するものではないことをご理解の上、利用者登録 

をお願いします。 

 

 

  

電子入札対象案件は、今後拡大していく予定です。 



5 

 

暴力団排除に係る役員名簿    「【新規申請】操作マニュアル（物品及び役務の提供）」の P１９参照 

 

◆「役員名簿」の項目は、変更が無ければ修正不要です。ただし、役職名変更や退任・就任等で変更がある場合は、最

新の登記簿謄本に従って入力してください。 

 

※「氏名」と「氏名（カナ）」はどちらも 姓（セイ） と 名（メイ） の間は必ず１字分空けて入力してください。 

※変更有で、添付済の「登記簿謄本」と内容に差異がある場合は、 添付ファイル でファイルの差替えを行ってく

ださい。すでに変更届を紙様式で提出済の場合は、当該変更分の「登記簿謄本（申請日前３か月以前のものでも

可」をファイル添付してください。 

 

 

 

営業所情報    「【新規申請】操作マニュアル（物品及び役務の提供）」の P２０～２２参照 

 

以下の（１）又は（２）に該当する場合は、営業所情報を必ず入力してください。 

（１）本社（店）から支店又は営業所に委任する場合（社内の部署に委任する場合も含む） 

→委任先営業所を入力 

（２）委任無し※次の地域区分１で①から③に該当する場合 

①【市内業者】  本社が朝倉市外にある  → 市内の営業所を入力 

②【県内業者】  本社が福岡県外にある  → 福岡県内の営業所を入力 

※委任先が県外である場合で、県内に営業所を有する場合は、その営業所を No.２に追加入力 

例：東京に本社がある業者で、地域区分１は【県内業者】 

（１）本社から大阪支社に委任 → No.1に大阪支社を入力 

（２）福岡市に福岡支社あり  → No.2に福岡支社を入力 

福岡支社の入力が無い場合、【県外業者】となります。 
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個別情報登録    「【新規申請】操作マニュアル（物品及び役務の提供）」の P２４～２９参照 

 

【全業者対象】  申請以降に変更※があった項目を修正入力して下さい。 

※個別情報に関する変更のうち、 「地域区分１※注」 及び 「資格区分」 の 「希望有無」 の 適用年月日は 

令和７年７月１日 です。 

ただし、「地域区分１※注」は、令和７年７月１日以前に、 

【市内】 → 【県内、県外】 , 【県内】 → 【県外】 

以上の異動があった場合は、営業所の異動確認年月日以降、変更を適用します。 

 

※「業者番号（新規申請で不明の場合は０を９個入力）」は、朝倉市が割り振った番号になります。電子入札の利用

者登録に利用する番号になりますので、絶対に変更しないでください。 

※「委任先営業所」は本社から従たる営業所に委任する場合は、必ず選択してください。 

※「地域区分１」は入札参加資格にかかる条件の為、営業所の設置等に基づき、区分がより【市内】に近く変更とな

った場合は、令和７年７月１日から新しい区分を適用します。 

（例） 福岡市に本社がある業者【県内業者】が、令和６年１０月１日に朝倉市内に従たる営業所を開設した場合 

【市内業者】として入札参加可能となるのは、令和７年７月１日以降の入札対象分からになります。 

 

【全業者対象】 

◎この資格区分の中分類／小分類の業種の希望有無・実績有無のチェックにより、指名希望を確認します。 

また、指名希望業種に変更が無ければ、修正入力は不要です。 

◎新たな希望業種の適用日は、令和７年７月１日になります。 

 

 


